
平成２３年度（２０１１年） 

豊見城市小口資金融資制度のご案内 
 

１．融資内容 
  

資金使途 
 

限 度 額  
 

 
融 資 期 間  

償還

方法

 
利率 連 帯 保 証 人  保証料率 申 込 場 所 

一

般

小

口 

*運  転 

*設  備 

*運転設備 

*転  業 

運転、転業５年以内

設備及び運転設備

６年以内 

（据置６ヶ月以内）

 

2.45

% 

 

必要に応じて求

める（法人は代

表者を保証人と

する） 

0.45% 

～1.45% 

特 

別

小

口 

*運  転 

*設  備 

*運転設備 

 

 

 

500 万円 

５年以内 

（据置６ヶ月以内）

 

割 

賦 

償 

還 

2.25

% 
不 要 0.60% 

 

 

*企画部商工観光課 

８５０－５８７６ 

*豊見城市商工会 

８５０－２０６０ 

 

 

※特別小口資金と一般小口資金を併用することはできません。（１企業１件に限ります。） 

※年度途中で貸付金利が改定されることがあります。 

※法人については特別小口資金融資制度（無保証人）の適用はございません。 

※平成２３年度の申込締め切りは、平成２４年２月末ですが、融資枠に達し次第、締切ることもあります。 

 

２．融資の手順 

豊見城市商工観光課または豊見城市商工会で融資相談をし、申込書の用紙を受け取って 融 資 相 談 
下さい。        

 
 申込書に必要な書類を添えて、商工観光課または市商工会に申し込んで下さい。 

融資申込書提出 
   

 
 市は必要な書類及び申請の内容について確認後、申込書を受理するとともに金融機関 

 へ融資依頼します。 

  

銀行による事業者の内容調査が行われます。 

   

 保証協会の調査の結果、適当と認めたときは保証協会から取扱金融機関へ保証承諾書 

 が送られます。 

 
 資金の貸付が決定すると貸付証書が作成され、取扱金融機関から融資実行されます。 

   

  

貸付金の返済は取扱金融機関へ行います。 

 

取扱金融機関は、琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行の３行です。 

また、申し込みから融資の実行まで平均１ヶ月程かかりますので計画的に申し込んで下さい。 

 

お 問 合 せ 

及 び 申 込 先 

豊見城市企画部商工観光課  ℡０９８－８５０－５８７６ 

豊見城市商工会       ℡０９８－８５０－２０６０ 

※ 本融資制度について、行政書士等の資格がなくて、あっせんするなどといって手数料、謝礼金等を要求する者

があるようですからご注意下さい。 

 

 

 

融 資 依 頼 

銀 行 調 査 

保証協会調査 

貸付契約書締結 

貸付金の返済 



３．豊見城市小口資金融資制度のしくみ 
  

豊見城市小口資金融資制度は、市が融資制度の資金を指定する金融機関に預託し、金融機関は預託

額の１０倍の融資枠を設定し小規模事業者の需要に応えます。沖縄県信用保証協会は、担保力・信用

力の不足しがちな小規模企業者の保証人となって、その債務を保証し融資が円滑に行われるように支

援します。豊見城市と沖縄県信用保証協会及び金融機関との三者の相互協力によって、市内の小規模

事業者に対して必要な事業資金の融通を図る目的で設けられた融資制度です。 

 

４．申し込みの要件 
① 一般要件（一般小口資金・特別小口資金を申し込む場合の必要条件） 

 

（１） 個人の事業者にあっては、融資の申し込みの日の前年の１月１日現在において市の住民

基本台帳に記録され、引き続き居住していること。 

（２） 法人等にあっては、融資の申し込みの日の前年の１月１日現在において、市内に法人登

記をしていること。 

（３） 市内に事業所を有し、継続して１年以上同一事業を営んでいること。 

（４） 常時雇用する従業員数が商業・サービス業の場合は５人以下、製造業・建設業・工業等

の場合は２０人以下の法人又は個人事業者であること。 

※経営者、役員、家族従業員（生計を一にしている家族）を除き、常勤のパート・アルバ

イトは従業員に含まれる。 

（５） 市税を完納していること。（市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等） 

（６） 許認可、届出等を必要とする業種に該当する事業所は、許認可を受け、又は届出を行っ

ていること。 

（７） 適切な事業計画を有し、償還見込みが確実であること。 

（８） 保証協会の保証対象業種であること。 

（９） 保証協会が現に保証する無担保保証に係る債務額とこの規則に基づく融資申込みの合計

金額が、保証協会の無担保無保証による保証限度（特別小口は特別保証限度）を超えな

いこと。 

（10）借換融資の対象は、現に受けている小口融資の元金の２分の１以上を償還していること。 

 

② 特別要件（特別小口資金【無担保・無保証人制度】を申し込む場合の必要条件） 

☆上記の〈一般要件〉を満たしていることが前提となる。 

（１） 当融資制度以外で保証協会の保証を受けていないこと。 

（２） 源泉所得税以外の所得税、事業税又は所得割のある県民税もしくは市町村民税のいずれ

かについて課税され完納していること。 

 

５．保証人について 
  一般小口資金の申し込みにあたり、個人事業者は必要に応じて求めることとします。法人の場合は、

代表者を連帯保証人とします。 

 

６．融資に際しての心構え 
 
（１）融資の相談・申し込みは経営者自身で 

   融資の相談、申し込みは、できるだけ事業内容を説明できる経営者自身が受けるようにしましょ

う。 

（２）借入金の使途 

  これから申し込みをしようとする借入金を何に使うか、その使いみちをはっきりさせ、必要最小

限の金額を申し込みましょう。 

（３）資金を必要とする理由 

  なぜ借り入れしなければならないか、その理由をわかってもらえるよう、最近１年間の経営状況

を把握し、これからの事業計画を立てておきましょう。 

（４）事業内容の明確化 



 帳簿など事業内容を表す関係書類は日頃から整え、自分の経営状態を良く知り、いつでも質問に

答えられ、調査を受けられるよう明確にしておきましょう。 

（５）借入れした資金の返済計画 

    返済計画に無理がないか、その見通しを正確に、余裕を持って立てておきましょう。借入れした

資金を返済する能力があるかどうかは、借入れできるかどうかを決定する大切な条件です。（金融

機関及び保証協会の調査で返済能力に懸念があるとみなされたときは、申込金額の減や場合によっ

ては融資拒絶等になることもあります。） 

（６）金融機関との常時取引関係をもちましょう。 

    金融機関と常時関係をもつことは経営上有利になることばかりでなく、あなたの事業の信用を高

めることになるので常に取引を心がけましょう。 

 

７．沖縄県信用保証協会について （問い合わせ先 ℡ ８６３－５３００審査課） 
 
  沖縄県信用保証協会とは、物的担保力、信用力の弱い中小企業者が国や県、市町村の制度資金を利用 

したり、あるいは金融機関から資金を借入れする場合に、中小企業者の保証人となって、融資が円滑

に行われるように設けられた中小企業者のための唯一の公的信用保証機関です。 

保証の申し込みは保証協会又は金融機関どちらでもできますが、保証協会自体は資金の貸付は行って

いません。 

  保証取付け後、万一何らかの事故で中小企業者が返済不能に陥った場合、保証協会が中小企業者に代

わって代位弁済します。その後の中小企業者の負債は、経営の立ち直りを図りつつ、保証協会に返済

してもらいます。 

 

 

 

８．保証対象外（融資できない）業種 
 （保証協会は政令業種以外は原則として保証対象外業種としている。） 

 

農林漁業 

（林業の内素材生産業及び素材生産サービスを除く） 

金融・保険業 

（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く） 

風俗営業飲食業 

（食事の提供を主目的とするもの並びに衛生水準を高め、近代化を促進するものを除く） 

サービス業中次のもの 

 特殊浴場業（風営法第２条第６項第１号に規定する店舗型性風俗特殊営業に限る）、 

 興信所、易断所、観相業、相場案内業、 

 競輪・競馬等の競争業・競技団、 

 パチンコホール、射的場、場外馬券・車券場、競輪・競馬等予想業、 

 ヌードスタジオ、ストリップ劇場、ファッションマッサージ等（風営法第２条第６項第２号、

第３号及び第６号に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第７項第１号に規定する無店舗型

性風俗特殊営業並びに同条第８項に規定する映像送信型性風俗特殊営業）、 

民営職業紹介業（芸ぎあっせん業に限る）、 

集金業及び取立業（公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く）、 

政治・経済・文化団体、 

宗教 

 

 

 

９．許可、認可業種 
  許可、認可、届出等を必要とする業種に該当する場合の事業者は、許可、認可、届出等が必要ですの

でご確認願います。 

 



 

 
 

 
農林漁業  
（林業の内素材生産業及び素材生産サービスを除く）  

 
金融・保険業  
（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く）  

 
風俗営業飲食業 

（食事の提供を主目的とするもの並びに衛生水準を高め、近代化を促進するものを除く） 

サービス業中次のもの 

 
 
 
 
 
 

 特殊浴場業（風営法第２条第６項第１号に規定する店舗型性風俗特殊営業に限る）、 

 興信所、易断所、観相業、相場案内業、 

 競輪・競馬等の競争業・競技団、 

 パチンコホール、射的場、場外馬券・車券場、競輪・競馬等予想業、 

 ヌードスタジオ、ストリップ劇場、ファッションマッサージ等（風営法第２条第６項第２号、

第３号及び第６号に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第７項第１号に規定する無店舗型性

風俗特殊営業並びに同条第８項に規定する映像送信型性風俗特殊営業）、 

 
 
 
 
 
 
 民営職業紹介業（芸ぎあっせん業に限る）、 
 
 

集金業及び取立業（公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く）、 

政治・経済・文化団体、 
 

宗教  
 

 
 

 
 
 
 

 
農 業 

果樹栽培、温室栽培、種苗業、養鶏業、養豚業、養蜂、養蚕、牛馬育成、 

搾乳及び原乳販売業（乳牛を所有し原乳を販売する場合） 

林 業 育林、育林請負、山林用種苗生産請負 

 
 
漁 業 

のり採取業、水産養殖業（こい養殖、うなぎ養殖、熱帯魚養殖、金魚養殖、

はまち養殖） 

金融業・保険業 商品券売買業、ゴルフ場会員権売買業 

不 動 産 業 土地売買業（投機目的のみ） 

 
 
 
娯 楽 業 

風俗関連業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、スロットマシン場、射的

場、ストリップ劇場、芸ぎ業、競輪、競馬の競馬場及び競技団、場外車券

売場、ディスコ 

旅 館 業 モーテル、ラブホテル 

浴 場 業 ソープランド 

そ の 他 宗教、政治、経済、文化団体、易断業、学校法人 

 


